
5.手 続の進め方 (裁定手続の標準的な進め方)

契約関係者 (申立人)

。審議会委員の忌避等 (34条 )

・裁定申し立ての取下げ (38条 )

共済相談所

以後、異議申立てがある場合に繰返す

。審議会による裁定の打切 り (37条 )

会員団体

・申立人への概要説明
。会員団体への解決依頼
。事実確認、助言、苦情の取次

等 (10条)*事 務局

解決努力、調査 ・確認 ・

報告義務、再発防止義務

等 (11条)

相談所による助言 。苦情の取次等にもかかわらず解決しない場合 :紛争解決支援業務の対象

。裁定申立て (24条)
・裁定申立書等の提出 (31条)

・申立受理 ・会員団体への参カロ要

請 (24条)
。申立人への事前説明 (28条)
・裁定申立書等の送付 (31条)

・団体の裁定手続きへの応

諾義務

(26`粂)

取り扱 う紛争の範囲 (12条)

会員団体のうち当協会との間で

紛争解決支援業務に関する利用

契約を締結 している団体の共済

(」A共 済、全労済、コープ共済、

大学生協、JF共 済)に 加入して

いる方の共済契約に関する紛争

が裁定申立ての対象となります。

・委員会の開催 (19条)

(審査委員会または小委員会)
。答弁書等受理 ・委員会で適格性

審査 ・裁定開始決定 。審議会設

置 (3名の担当委員選任)。答弁

書等送付 (32条)

⇒以降、申立案件の審議等は審議

会で対応
。答弁書等受理、異議申立て (33条 )

。異議申立て受理 ・異議申立

書類送付 (33条)

・異議申立て受理 ・送付 (33条 )

この間必要に応 じて審議会による資料徴求等 (35条 )、事情聴取 (36条 )、和解案の提示 ・受諾勧告 (39条 )

当事者双方が和解案を受諾したとき、または、和解が成立したときは和解契約書を作成し審議会に提出 (40条 )

。裁定結果受領 (42条 )

。結果尊重義務 (41条 )・

裁定結果受領 (42条 ) ・裁定書の作成 ・交付 (41条)

・裁定手続き終了 (42条)

: 。審査委員会委員の独立性の確`               …

…………………………………………・

.                              ・ 共済相談所に対する苦情の  :
: 。審査委員会の非公開 (22条)

: 。委員等の守秘義務 (48条)                               ・.                               受
付等 (57条)      :

: 。処理の記録および提出資料等`                              ・

(注)(○ 条)と は共済相談所規程の該当条項を示しています。


